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(57)【要約】
【課題】高い偽造防止機能およびセキュリティ機能を有
し、また、優れた意匠性を有するホログラム構造体を提
供することを主目的とする。
【解決手段】本発明は、反射型フーリエ変換ホログラム
領域および透過型フーリエ変換ホログラム領域を有する
ホログラム構造体であって、上記反射型フーリエ変換ホ
ログラム領域は、点光源から入射した光が、表面に凹凸
面を有する第１ホログラム層の上記凹凸面で反射した反
射光を、第１光像に変換する領域であり、上記透過型フ
ーリエ変換ホログラム領域は、点光源から入射した光が
、パターン状に配置された第２ホログラム層を透過した
透過光を、第２光像に変換する領域であることを特徴と
するホログラム構造体を提供する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　反射型フーリエ変換ホログラム領域および透過型フーリエ変換ホログラム領域を有する
ホログラム構造体であって、
　前記反射型フーリエ変換ホログラム領域は、点光源から入射した光が、表面に凹凸面を
有する第１ホログラム層の前記凹凸面で反射した反射光を、第１光像に変換する領域であ
り、
　前記透過型フーリエ変換ホログラム領域は、点光源から入射した光が、パターン状に配
置された第２ホログラム層を透過した透過光を、第２光像に変換する領域であることを特
徴とするホログラム構造体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、優れた偽造防止性および意匠性を有するホログラム構造体に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、ホログラム構造体は、複製が比較的難しく、また外観が美しい等の利点から、偽
造防止用途に多く用いられている。このようなホログラム構造体には、原画像を干渉縞と
して記録する方式や、ホログラムにより光像を表示する原理等に応じて、様々な種類があ
る。例えば、エンボスホログラム、体積型ホログラム、電子ホログラム、計算機合成ホロ
グラムであるフーリエ変換ホログラム等が挙げられる。
【０００３】
　このようなホログラム構造体を用いることで、真正性の識別を図り、偽造防止機能やセ
キュリティ機能を向上させることができる。また、ホログラム構造体により表示される光
像を利用して、意匠性を付与する試みもなされている。例えば、特許文献１では、複数の
微小光学単位区域を備えた真正性証明用の光学構造体が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特許第４８７２９６４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　従来、様々なホログラム構造体が提案されているが、偽造防止機能およびセキュリティ
機能の更なる向上や、より優れた意匠性の付与が求められている。本発明は、高い偽造防
止機能およびセキュリティ機能を有し、また、優れた意匠性を有するホログラム構造体を
提供することを主目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は、反射型フーリエ変換ホログラム領域および透過型フーリエ変換ホログラム領
域を有するホログラム構造体であって、上記反射型フーリエ変換ホログラム領域は、点光
源から入射した光が、表面に凹凸面を有する第１ホログラム層の上記凹凸面で反射した反
射光を、第１光像に変換する領域であり、上記透過型フーリエ変換ホログラム領域は、点
光源から入射した光が、パターン状に配置された第２ホログラム層を透過した透過光を、
第２光像に変換する領域であることを特徴とするホログラム構造体を提供する。
【０００７】
　本発明によれば、ホログラム構造体は、反射型フーリエ変換ホログラム領域を有するこ
とにより、点光源からの光を反射させて第１光像を表示することができるとともに、透過
型フーリエ変換ホログラム領域を有することにより、点光源からの光を透過させて第２光
像を表示することができる。したがって、点光源の照射方向に応じて、所定の光像を表示
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することが可能な、偽造防止性および意匠性に優れたホログラム構造体とすることができ
る。
【０００８】
　本発明においては、上記第２ホログラム層は、上記第１ホログラム層の凹凸面側に配置
されていることが好ましい。第１ホログラム層の凹凸面は、点光源からの光を反射させて
第１光像を表示させるという機能を有するが、このとき、第１ホログラム層の凹凸面側に
第２ホログラム層が配置されていることで、第１ホログラム層および第２ホログラム層の
屈折率差により、点光源からの光が反射しやすくなる。したがって、より鮮明な第１光像
を表示することが可能となる。
【０００９】
　本発明においては、上記反射型フーリエ変換ホログラム領域および上記透過型フーリエ
変換ホログラム領域は、平面視上重なる領域を有することが好ましい。反射型フーリエ変
換ホログラム領域および透過型フーリエ変換ホログラム領域が、平面視上重なる領域を有
することで、偽造防止性の更なる向上を図ることができる。
【００１０】
　本発明においては、回折絵柄を表示する回折格子領域をさらに有し、上記回折格子領域
は、上記反射型フーリエ変換ホログラム領域と平面視上重ならない領域に位置することが
好ましい。回折絵柄を表示する回折格子領域をさらに有することにより、偽造防止性の更
なる向上を図ることが可能となる。また、回折絵柄を表示することができ、優れた意匠性
を発揮することが可能となる。
【００１１】
　本発明においては、上記第１ホログラム層の凹凸面側に接着層を有し、ホログラムシー
ルとして用いられることが好ましい。ホログラムシールを貼り付ける被着体に対し、高い
偽造防止機能およびセキュリティ機能や、また、優れた意匠性を付与することが可能とな
る。
【００１２】
　本発明においては、上記第１ホログラム層の凹凸面側にヒートシール層を有し、上記第
１ホログラム層の凹凸面とは反対側の面に剥離容易層を有し、上記剥離容易層の上記第１
ホログラム層とは反対側の面に剥離用基材を有し、ホログラム転写箔として用いられるこ
とが好ましい。ホログラム転写箔を貼り付ける被着体に対し、高い偽造防止機能およびセ
キュリティ機能や、また、優れた意匠性を付与することが可能となる。
【００１３】
　本発明においては、情報記録媒体として用いられることが好ましい。本発明のホログラ
ム構造体を、高い偽造防止機能およびセキュリティ機能を有し、また、優れた意匠性を有
する情報記録媒体とすることができる。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明は、優れた偽造防止性および意匠性を有するホログラム構造体を提供することが
できるという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明のホログラム構造体の一例を示す概略断面図である。
【図２】本発明のホログラム構造体を説明するための説明図である。
【図３】本発明のホログラム構造体を説明するための説明図である。
【図４】本発明のホログラム構造体を説明するための説明図である。
【図５】本発明のホログラム構造体の一例を示す概略平面図および概略断面図である。
【図６】本発明における第１ホログラム層の一例を示す概略断面図である。
【図７】本発明のホログラム構造体を説明するための説明図である。
【図８】本発明のホログラム構造体の他の例を示す概略断面図である。
【図９】本発明における第２ホログラム層の一例を示す概略断面図である。
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【図１０】本発明のホログラム構造体を説明するための説明図である。
【図１１】本発明のホログラム構造体の第１使用態様を説明するための説明図である。
【図１２】本発明のホログラム構造体の第２使用態様を説明するための説明図である。
【図１３】本発明のホログラム構造体の第３使用態様を説明するための説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、本発明のホログラム構造体について説明する。
【００１７】
　本発明のホログラム構造体は、反射型フーリエ変換ホログラム領域および透過型フーリ
エ変換ホログラム領域を有する部材であって、上記反射型フーリエ変換ホログラム領域は
、点光源から入射した光が、表面に凹凸面を有する第１ホログラム層の上記凹凸面で反射
した反射光を、第１光像に変換する領域であり、上記透過型フーリエ変換ホログラム領域
は、点光源から入射した光が、パターン状に配置された第２ホログラム層を透過した透過
光を、第２光像に変換する領域であることを特徴とする部材である。
【００１８】
　以下、本発明のホログラム構造体を、図面等を参照しながら説明する。但し、本発明は
多くの異なる態様で実施することが可能であり、以下に例示する実施の態様の記載内容に
限定して解釈されるものではない。また、図面は説明をより明確にするため、実施の態様
に比べ、各部の幅、厚さ、形状等について模式的に表される場合があるが、あくまで一例
であって、本発明の解釈を限定するものではない。また、本明細書と各図において、既出
の図に関して前述したものと同様の要素には、同一の符号を付して、詳細な説明を適宜省
略することがある。
【００１９】
　図１は、本発明のホログラム構造体の一例を示す概略断面図である。図１に例示するよ
うに、本発明のホログラム構造体１００は、表面に凹凸面を有する第１ホログラム層１ａ
と、第１ホログラム層１ａの一方の面側に、パターン状に配置された第２ホログラム層１
ｂとを有する。また、図１に示すホログラム構造体１００は、第２ホログラム層１ｂの第
１ホログラム層１ａの凹凸面とは反対側の面に配置された接着層２と、接着層２の第２ホ
ログラム層１ｂとは反対側の面に配置されたセパレータ３と、第１ホログラム層１ａの凹
凸面とは反対側の面に配置された透明基材４とを有する例である。
【００２０】
　なお、第２ホログラム層１ｂは、第１ホログラム層１ａの凹凸面側にパターン状に配置
されている。そのため、第１ホログラム層１ａと接着層２との間に第２ホログラム層１ｂ
を有しない領域では、通常、第１ホログラム層１ａの凹凸面を埋めるように、接着層２が
配置される。
【００２１】
　図２（ａ）、（ｂ）および図３（ａ）、（ｂ）は、本発明のホログラム構造体を説明す
るための説明図である。図２（ａ）に示すように、所定の絵柄が描画された原画像をフー
リエ変換することで、フーリエ変換像１０’が記録された反射型フーリエ変換ホログラム
領域を有する第１ホログラム層１ａを得ることができる。図２（ｂ）に示すように、反射
型フーリエ変換ホログラム領域は、点光源から入射した光Ｌ１０を、第１ホログラム層１
ａの表面に形成された凹凸面に反射させて、図２（ａ）に示すような第１光像１０へ変換
することができる。また、図３（ａ）に示すように、所定の絵柄が描画された原画像をフ
ーリエ変換することで、フーリエ変換像２０’が記録された透過型フーリエ変換ホログラ
ム領域を有する第２ホログラム層１ｂを得ることができる。図３（ｂ）に示すように、透
過型フーリエ変換ホログラム層１ｂは、点光源から入射した光Ｌ２０を、第２ホログラム
層１ｂによりパターン状に遮光させて、図３（ａ）に示すような第２光像２０へ変換する
ことができる。なお、図２（ａ）、（ｂ）および図３（ａ）、（ｂ）において説明してい
ない符号については、上述した図１（ａ）、（ｂ）と同様とすることができるため、ここ
での記載は省略する。
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【００２２】
　本発明によれば、ホログラム構造体は、反射型フーリエ変換ホログラム領域を有するこ
とにより、点光源からの光を反射させて第１光像を表示することができるとともに、透過
型フーリエ変換ホログラム領域を有することにより、点光源からの光を透過させて第２光
像を表示することができる。したがって、点光源を観察者が視認する側から照射した場合
には、点光源からの光は反射型フーリエ変換ホログラム領域により反射して観察者の目に
入る。したがって、観察者は第１光像を視認することが可能となる。一方、点光源を観察
者が視認する側とは反対側から照射した場合には、点光源からの光は透過型フーリエ変換
ホログラム領域を透過して観察者の目に入る。したがって、観察者は第２光像を視認する
ことが可能となる。このように、本発明のホログラム構造体は、観察者の照射方向に応じ
て、所定の光像を表示することが可能となる。そのため、例えば、第１光像または第２光
像が表示されることを知らない場合には、第１光像または第２光像を視認することは困難
であり、こういった理由から、高い偽造防止性を発揮することができ、真贋判定に好適で
ある。また、本発明のホログラム構造体は、第１光像および第２光像を表示することがで
きる。したがって、例えば、第１光像および第２光像が表示する絵柄により一つの意味合
いをなす絵柄とする等、第１光像および第２光像が表示する絵柄をそれぞれ対応する絵柄
とすることで、より高い偽造防止性を発揮することができ、真贋判定に好適なホログラム
構造体とすることができる。
【００２３】
　また、本発明によれば、第１ホログラム層による反射型フーリエ変換ホログラム領域、
および第２ホログラム層による透過型フーリエ変換ホログラム領域の２種類のホログラム
領域を有するため、仮に、一方のホログラム領域が破壊された場合であっても、他方のホ
ログラム領域を用いることで、真贋判定等を行うことができる。
【００２４】
　以下、本発明のホログラム構造体について詳細に説明する。
【００２５】
１．構成
　本発明のホログラム構造体は、反射型フーリエ変換ホログラム領域および透過型フーリ
エ変換ホログラム領域を有する。
【００２６】
　以下、本発明のホログラム構造体における反射型フーリエ変換ホログラム領域および透
過型フーリエ変換ホログラム領域について説明する。
【００２７】
（１）反射型フーリエ変換ホログラム領域
　本発明における反射型フーリエ変換ホログラム領域は、点光源から入射した光が、表面
に凹凸面を有する第１ホログラム層の凹凸面で反射した反射光を、第１光像に変換する領
域である。
【００２８】
　本発明における反射型フーリエ変換ホログラム領域は、第１ホログラム層の表面の凹凸
構造により、点光源から入射した光を複数の方向に回折し、原画像に基づく所望の第１光
像へと変換することができる。すなわち、本発明における反射型フーリエ変換ホログラム
領域は、フーリエ変換レンズとして機能する。なお、上記機能について、フーリエ変換レ
ンズ機能と称して説明する場合がある。
【００２９】
　反射型フーリエ変換ホログラム領域の平面視サイズは、本発明のホログラム構造体の用
途に応じて適宜調整することができ、特に限定されない。反射型フーリエ変換ホログラム
領域の具体的な平面視サイズは、例えば、５ｍｍ角以上５０ｍｍ角以下の範囲内であるこ
とが好ましく、中でも５ｍｍ角以上３０ｍｍ角以下の範囲内であることが好ましく、特に
５ｍｍ角以上１５ｍｍ角以下の範囲内であることが好ましい。反射型フーリエ変換ホログ
ラム領域の平面視サイズが上記下限であることにより、反射型フーリエ変換ホログラム領
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域により変換される第１光像が視認しやすくなる。また、反射型フーリエ変換ホログラム
領域により偽造防止性を向上させ、優れた意匠性を得ることができる。一方、反射型フー
リエ変換ホログラム領域の平面視サイズが上記上限であることにより、本発明のホログラ
ム構造体を低コストで製造することができる。また、反射型フーリエ変換ホログラム領域
により変換される第１光像に、所定の画像を組み合わせて表示するための印刷層を容易に
形成することができる。
【００３０】
　ここで、反射型フーリエ変換ホログラム領域の平面視サイズが５ｍｍ角以上であるとは
、反射型フーリエ変換ホログラム領域が、５ｍｍ角の正方形の範囲を少なくとも含む平面
視形状であることをいう。したがって、例えば、反射型フーリエ変換ホログラム領域が長
方形である場合には、その短辺の長さが５ｍｍ以上であることをいい、一方、反射型フー
リエ変換ホログラム領域が正方形である場合には、その１辺の長さが５ｍｍ以上であるこ
とをいう。
【００３１】
　本発明における反射型フーリエ変換ホログラム領域は、例えば、図４（ａ）に示すよう
に、単一のフーリエ変換ホログラム領域Ｒ１により第１光像２０が表示される領域であっ
ても良く、図４（ｂ）に示すように、フーリエ変換ホログラム領域Ｒ１を複数配列して拡
大した大判のフーリエ変換ホログラム領域Ｒ２により第１光像２０が表示される領域であ
っても良い。なお、図４（ａ）、（ｂ）に示す第１光像２０は、単一のフーリエ変換ホロ
グラム領域Ｒ１または大判のフーリエ変換ホログラム領域Ｒ２に対し、点光源からの光を
反射させた際に発現される絵柄を示している。本発明においては、反射型フーリエ変換ホ
ログラム領域が、大判のフーリエ変換領域であることが好ましい。反射型フーリエ変換ホ
ログラム領域により変換される第１光像を拡大させることができ、より視認性を向上させ
ることが可能となる。
【００３２】
　本発明における反射型フーリエ変換ホログラム領域が、例えば図４（ａ）で説明したよ
うに、単一のフーリエ変換ホログラム領域Ｒ１により第１光像２０を表示する領域である
とき、当該単一のフーリエ変換ホログラム領域Ｒ１の平面視サイズは、高い精度で形成す
ることができる程度の大きさであることが好ましい。具体的には、例えば、０．２５ｍｍ
角以上５ｍｍ角以下の範囲内であることが好ましい。なお、ここでの単一のフーリエ変換
ホログラム領域の平面視サイズは、単一のフーリエ変換ホログラム領域を含む最小の正方
形の大きさを指す。したがって、例えば、単一のフーリエ変換ホログラム領域が１辺１ｍ
ｍの正方形である場合の平面視サイズは、１ｍｍ角となり、また、単一のフーリエ変換ホ
ログラム領域の平面視形状が直径１ｍｍの円形状である場合の平面視サイズは１ｍｍ角と
なる。
【００３３】
　本発明において、反射型フーリエ変換ホログラム領域を構成する単一のフーリエ変換ホ
ログラム領域の平面視形状は、本発明のホログラム構造体の用途等に応じて、任意の形状
を適宜選択することができる。単一のフーリエ変換ホログラム領域の具体的な平面視形状
としては、例えば、正方形、長方形等の矩形状、台形状、三角形状、五角形状、六角形状
等の多角形状、円形状、楕円形状、星型形状、ハート型形状等が挙げられるが、容易に形
成することができるといった観点から、矩形状であることが好ましい。
【００３４】
　また、本発明においては、図４（ａ）に示すように、反射型フーリエ変換ホログラム領
域が、単一のフーリエ変換ホログラム領域Ｒ１である場合、反射型フーリエ変換ホログラ
ム領域の平面視形状は、上述した単一のフーリエ変換ホログラム領域の平面視形状に相当
する。一方、図４（ｂ）に示すように、反射型フーリエ変換ホログラム領域が、単一のフ
ーリエ変換ホログラム領域Ｒ１を複数配列した大判のフーリエ変換ホログラム領域Ｒ２で
ある場合、反射型フーリエ変換ホログラム領域の平面視形状は、本発明のホログラム構造
体の用途等に応じて、任意の形状を適宜選択することができる。具体的な反射型フーリエ
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変換ホログラム領域の平面視形状としては、上述した単一のフーリエ変換ホログラム領域
の平面視形状と同様とすることができるため、ここでの記載は省略する。
【００３５】
　本発明における反射型フーリエ変換ホログラム領域は、後述する透過型フーリエ変換ホ
ログラム領域と、平面視上重なる領域であっても良い。本発明においては、反射型フーリ
エ変換ホログラム領域の全面が、後述する透過型フーリエ変換ホログラム領域と平面視上
重なっていても良く、あるいは、反射型フーリエ変換ホログラム領域の一部が、後述する
透過型フーリエ変換ホログラム領域と平面視上重なっていても良い。図５（ａ）は、第１
光像を表示するためのフーリエ変換像１０’が記録された反射型フーリエ変換ホログラム
領域の一部が、第２光像を表示するためのフーリエ変換像２０’が記録された透過型フー
リエ変換ホログラム領域と平面視上重なったホログラム構造体１００を示す概略平面図で
ある。なお、図５（ｂ）は、図５（ａ）のＡ－Ａ線断面図であり、図５（ｃ）は、図５（
ａ）のＢ－Ｂ線断面図であり、図５（ｄ）は、図５（ａ）のＣ－Ｃ線断面図である。ここ
で、図５（ｂ）では、第１ホログラム層１ａの凹凸面側に接着層２が配置された例を示し
ているが、例えば、第１ホログラム層１ａの凹凸面側の全面を覆うように第２ホログラム
層１ｂが配置されていても良い。この場合、第２ホログラム層１ｂは、反射型フーリエ変
換ホログラム領域における第１ホログラム層１ａの凹凸面で、光を好適に反射させるため
の反射層として機能することができる。なお、図５（ｂ）～（ｄ）に示す符号については
、上述した図１と同様とすることができるため、ここでの記載は省略する。
【００３６】
　本発明においては、例えば、図５（ａ）に示すように、ホログラム構造体１００におけ
る反射型フーリエ変換ホログラム領域Ａが占める平面視上の割合は、所望の第１光像を表
示することができる程度の割合を有していれば良く、ホログラム構造体の用途等に応じて
適宜調整することができる。例えば、２５％以上であることが好ましく、中でも５０％以
上であることが好ましい。また、図５（ａ）に示すように、反射型フーリエ変換ホログラ
ム領域Ａの一部が、後述する透過型フーリエ変換ホログラム領域Ｂと平面視上重なった領
域Ｃを有する場合、全反射型フーリエ変換ホログラム領域Ａを１００％としたときに、反
射型フーリエ変換ホログラム領域Ａと透過型フーリエ変換ホログラム領域Ｂとが平面視上
重なる領域Ｃの割合は、例えば、５％以上であることが好ましく、中でも２５％以上であ
ることが好ましく、特に５０％以上であることが好ましい。本発明においては、全反射型
フーリエ変換ホログラム領域における、反射型フーリエ変換ホログラム領域と透過型フー
リエ変換ホログラム領域とが平面視上重なる領域の割合が、上述した所定の範囲内である
ことにより、ホログラム構造体の偽造防止性の更なる向上を図ることができる。ホログラ
ム構造体において、第１光像を表示するための例えば図２（ａ）に示すフーリエ変換像１
０’と、第２光像を表示するための例えば図３（ａ）に示すフーリエ変換像２０’とが平
面視上重なることで、次のような効果を奏する。すなわち、例えば、第１光像および第２
光像が表示する絵柄により一つの意味合いをなす絵柄とする等、第１光像および第２光像
が表示する絵柄をそれぞれ対応する絵柄とすることで、より高い偽造防止性を発揮するこ
とができ、真贋判定に好適なホログラム構造体とすることができる。
【００３７】
（ａ）第１ホログラム層
　本発明における反射型フーリエ変換ホログラム領域では、点光源から入射した光が、表
面に凹凸面を有する第１ホログラム層の凹凸面で反射した光を、第１光像に変換すること
ができる。すなわち、反射型フーリエ変換ホログラム領域は、第１ホログラム層を有する
。
【００３８】
　本発明における第１ホログラム層は、少なくとも反射型フーリエ変換ホログラム領域に
形成されていれば良いが、通常は、図５（ａ）のＡ－Ａ線断面図である図５（ｂ）、図５
（ａ）のＢ－Ｂ線断面図である図５（ｃ）、および図５（ａ）のＣ－Ｃ線断面図である図
５（ｄ）に示すように、反射型フーリエ変換ホログラム領域だけではなく、後述する透過
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型フーリエ変換ホログラム領域にも、第１ホログラム層１ａが連続して形成される。ここ
で、「連続して形成」とは、第１ホログラム層が途切れることなく形成されていれば足り
、単一の第１ホログラム層が一体として配置されていても良く、複数の第１ホログラム層
が並列して配置されていても良い。本発明においては、製造上の観点から前者であること
が好ましい。
【００３９】
　このように、本発明における第１ホログラム層は、反射型フーリエ変換ホログラム領域
にのみ形成される部材ではないが、第１ホログラム層を有する領域において、反射型フー
リエ変換ホログラム領域であるか否かは、第１ホログラム層の表面が凹凸面であるかない
かにより確認することができる。すなわち、本発明では、第１ホログラム層において凹凸
面を有する領域が反射型フーリエ変換ホログラム領域に相当する。
【００４０】
　反射型フーリエ変換ホログラム領域において、第１ホログラム層の表面に形成された凹
凸面を構成する凹凸構造は、第１光像として表示される原画像のデータに基づいて多値化
されたフーリエ変換像である。このような凹凸構造は、通常、図２（ａ）に示すように、
特定の方向に並列して延びる曲線状または直線状の多数の凸部または凹部から構成される
。
【００４１】
　本発明における第１ホログラム層の表面に凹凸構造を形成して反射型フーリエ変換ホロ
グラム領域を得る方法としては、例えば、次のような方法が挙げられる。すなわち、フー
リエ変換像に対応した凹凸構造を有するマスター原版を形成する。次に、ポリエチレンテ
レフタレート等の基材上に、紫外線硬化樹脂等の樹脂材料を塗布して塗膜を形成し、次い
で、上述したマスター原版の凹凸パターンを上記塗膜に凹凸構造を転写する方法が挙げら
れる。なお、マスター原版の凹凸パターンの転写を１回のみ行った場合には、単一のフー
リエ変換ホログラム領域を得ることができる。一方、マスター原版の凹凸パターンの転写
を複数回行った場合には、単一のフーリエ変換ホログラム領域が配列された所望の大きさ
を有する大判のフーリエ変換ホログラム領域を得ることができる。
【００４２】
　また、上述したマスター原版の形成方法としては、例えば、次のような方法が挙げられ
る。すなわち、原画像の画像データを基に計算によりフーリエ変換像を形成する。次に、
当該フーリエ変換像のデータを二値以上に多値化したデータを電子線描画用データへ変換
し、当該電子線描画用データを所望の範囲まで配列させる。具体的には、電子線描画用デ
ータを縦および横方向に所定の数の電子線描画用データをそれぞれ配列させる。次いで、
配列した電子線描画データを基に、電子線描画装置を用いてマスター原版を作成する方法
が挙げられる。
【００４３】
　本発明においては、例えば、フーリエ変換像のデータを二値化したデータを電子線描画
用データへ変換してマスター原版を作成した場合、当該マスター原版を用いて得られる凹
凸構造は、図６（ａ）に示すように２段の凹凸形状となる。一方、フーリエ変換像のデー
タを四値化したデータを電子線描画用データへ変換してマスター原版を作成した場合、当
該マスター原版を用いて得られる凹凸構造は、図６（ｂ）に示すように４段の凹凸形状と
なる。なお、４値化した場合であっても、部分的に１段や２段の凹凸形状を有する場合が
ある。本発明においては、フーリエ変換像のデータを多値化する場合、四値化以上とする
ことが好ましい。換言すると、第１ホログラム層の表面の凹凸構造が、４段以上であるこ
とが好ましい。より複雑な絵柄の第１光像を表示することができるからである。なお、図
６（ａ）、（ｂ）において説明していない符号については、上述した図１と同様とするこ
とができるため、ここでの説明は省略する。
【００４４】
　本発明において、第１ホログラム層の表面の凹凸構造が４段以上である場合、第１ホロ
グラム層の凹凸面で反射した光により観察される第１光像は、１つの画像となる。一方、
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第１ホログラム層の表面の凹凸構造が２段である場合、第１ホログラム層の凹凸面で反射
した光により観察される第１光像は、０次光を中心として鏡像関係にある２つの画像とな
る。
【００４５】
　第１ホログラム層の表面に形成された凹凸構造の格子ピッチは、点光源から入射した光
を所望の第１光像へ変換することができる程度であることが好ましい。具体的な凹凸構造
の格子ピッチとしては、例えば、１．０μｍ以上８０．０μｍ以下の範囲内であることが
好ましい。なお、凹凸構造の格子ピッチとは、例えば、図６（ａ）、（ｂ）の符号Ｐで示
す距離をいう。
【００４６】
　ここで、図７に示すように、ホログラム構造体１００においてフーリエ変換像１０’が
記録された反射型フーリエ変換領域に対して、高さＴ１に配置された点光源から光を照射
し、高さＴ２から観察者が反射型フーリエ変換ホログラム領域を観察する場合、観察者が
フーリエ変換ホログラム領域の全領域で第１光像の全体像を観察するためには、格子ピッ
チは、以下の式（１）に基づいて設計することが好ましい。
　　　Ｐ＝ｎλ／（ｓｉｎθ１＋ｓｉｎθ２）　　　　　　　　　　　　（１）
　なお、上記式（１）において、λは回折光の波長、Ｐは凹凸構造の格子ピッチ、θ１は
点光源から反射型フーリエ変換ホログラム領域の端部まで光が到達するときの入射角、θ
２は反射型フーリエ変換ホログラム領域の端部から回折光が観察者に到達するための回折
角、ｎは回折の次数である。
【００４７】
　上述した格子ピッチの具体的な計算例について説明する。反射型フーリエ変換ホログラ
ム領域が、１辺が１５ｍｍの正方形状であり、Ｔ１が５０ｍｍ、Ｔ２が３００ｍｍであり
、回折光の波長が５５０ｎｍである場合、ｓｉｎθ２は０．０２５、ｓｉｎθ１は０．１
４８と計算される。そうすると、観察者が反射型フーリエ変換ホログラム領域の全領域で
第１光像の全体像を観察するために必要な格子ピッチＰは、最短で３１７９ｎｍと算出す
ることができる。また、反射型フーリエ変換ホログラム領域が、１辺が１５ｍｍの正方形
状であり、Ｔ１が１９９０ｍｍ、Ｔ２が２０００ｍｍであり、回折光の波長が５５０ｎｍ
である場合、ｓｉｎθ２は０．００３７４、ｓｉｎθ１は０．００３７７と計算される。
そうすると、観察者が反射型フーリエ変換ホログラム領域の全領域で第１光像の全体像を
観察するために必要な格子ピッチＰは、最短で７３２３６ｎｍと算出することができる。
さらに、反射型フーリエ変換ホログラム領域が、１辺が１０ｍｍの正方形状であり、Ｔ１
が６０ｍｍ、Ｔ２が６０ｍｍであり、回折光の波長が５５０ｎｍである場合、ｓｉｎθ２
は０．０８３、ｓｉｎθ１は０．０８３と計算される。そうすると、観察者が反射型フー
リエ変換ホログラム領域の全領域で第１光像の全体像を観察するために必要な格子ピッチ
Ｐは、最短で３３１３ｎｍと算出することができる。
【００４８】
　第１ホログラム層の表面の凹凸構造の高低差は、入射した光を所望の第１光像に変換す
ることができる程度であれば良く、特に限定されない。具体的な凹凸構造の高低差として
は、例えば、０．０１μｍ以上１．５μｍ以下の範囲内とすることができ、中でも０．０
５μｍ以上１．０μｍ以下の範囲内であることが好ましい。凹凸構造の高低差が上記範囲
内であることにより、入射した光を安定的に所望の第１光像へと変換することが可能であ
る。なお、ここでの凹凸構造の高低差とは、凹凸構造において最も高い凸部の表面から最
も深い凹部の表面までの距離を指し、例えば、図６（ａ）、（ｂ）の符号Ｄで示す距離と
する。
【００４９】
　本発明における第１ホログラム層は、反射型フーリエ変換ホログラム領域として表面に
凹凸構造を形成することができ、所望のフーリエ変換レンズ機能を発揮することができる
材料から構成されることが好ましい。また、本発明における第１ホログラム層は、所定の
屈折率を示す材料から構成されることが好ましい。第１ホログラム層の屈折率は、本発明
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のホログラム構造体の用途等に応じて適宜選択することができるため、特に限定されない
。また、第１ホログラム層の屈折率の基準となる波長は、例えば４００ｎｍ以上７５０ｎ
ｍ以下の範囲内から適宜選択することができ、特に限定されない。本発明においては、中
でも、波長５５５ｎｍにおける屈折率が１．３以上２．０以下の範囲内であることが好ま
しく、特に１．３３以上１．８以下の範囲内であることが好ましい。なお、第１ホログラ
ム層の屈折率は、例えば分光エリプソメーターを用いて測定することができる。
【００５０】
　本発明における第１ホログラム層の材料としては、例えば、一般的なレリーフ型ホログ
ラムの形成に用いられる樹脂材料が挙げられる。具体的な樹脂材料としては、例えば、熱
硬化性樹脂、熱可塑性樹脂、紫外線硬化性樹脂、電離放射線硬化型樹脂等が挙げられる。
【００５１】
　本発明における第１ホログラム層は、上述した材料以外にも、必要に応じてその他の材
料を含んでいても良い。その他の材料としては、例えば、光重合開始剤、重合禁止剤、劣
化防止剤、可塑剤、滑剤、染料や顔料等の着色剤、増量やブロッキング防止等の体質顔料
や樹脂等の充填剤、界面活性剤、消泡剤、レベリング剤、チクソトロピー性付与剤等の添
加剤が挙げられる。
【００５２】
　本発明における第１ホログラム層の厚みは、第１ホログラム層が自己支持性を有する程
度の厚みであることが好ましい。具体的な厚みとしては、例えば、０．０５ｍｍ以上５ｍ
ｍ以下の範囲内であることが好ましく、中でも０．１ｍｍ以上３ｍｍ以下の範囲内である
ことが好ましい。一方、第１ホログラム層が自己支持性を有さず、後述する透明基材上に
形成される場合、第１ホログラム層の厚みは、例えば、０．１μｍ以上５０μｍ以下の範
囲内であることが好ましく、中でも０．５μｍ以上２０μｍ以下の範囲内であることが好
ましい。ここで、第１ホログラム層の厚みとは、例えば、図５（ｂ）～（ｄ）に示す符号
Ｄ１ａで示す距離をいう。
【００５３】
（ｂ）第１光像
　本発明における反射型フーリエ変換ホログラム領域は、点光源から入射した光を、第１
ホログラム層の表面に形成された凹凸面に反射させて、第１光像へ変換する領域である。
【００５４】
　本発明における反射型フーリエ変換ホログラム領域により表示される第１光像の絵柄は
、例えば、パターン、線画、文字、図形、記号等とすることができ、ホログラム構造体の
用途に応じて適宜選択することができる。本発明において、反射型フーリエ変換ホログラ
ム領域により表示される第１光像は、後述する透過型フーリエ変換ホログラム領域により
表示される第２光像と、同じ絵柄であっても良く、互いに相違する絵柄であっても良い。
【００５５】
　本発明においては、例えば図２（ｂ）に示すように、ホログラム構造体１００の透明基
材４側から点光源を照射すると、光Ｌ１０が第１ホログラム層１ａの凹凸面に反射する。
これにより、透明基材４側の観察者は、図２（ａ）の符号１０で示す星型の絵柄である第
１光像を視認することが可能となる。なお、図示はしないが、例えば図２（ｂ）における
セパレータ３側から点光源を照射した場合であっても、点光源からの光は、第１ホログラ
ム層１ａの凹凸面の、第２ホログラム層１ｂに覆われていない領域で反射する。したがっ
て、観察者は、第１ホログラム層１ａと、第１ホログラム層１ａの表面に接触する部材と
の間の屈折率差にもよるが、セパレータ３側から第１光像をある程度視認することが可能
となる。本発明においては、第１光像をより鮮明に表示するという観点から、図２（ｂ）
に示すように、透明基材４側から点光源を照射して、透明基材４側から観察者が第１光像
１０を視認することが好ましい。点光源から照射された光を、反射型フーリエ変換ホログ
ラム領域において第１ホログラム層の表面に形成された凹凸面により、十分に反射させる
ことができる。したがって、点光源から照射された光を、第１光像の表示に十分に寄与さ
せることができる。
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【００５６】
　また、例えば、図８（ｂ）に示すように、後述する第２ホログラム層１ｂが、第１ホロ
グラム層１ａの凹凸面とは反対側の面に配置されている場合には、通常、第１ホログラム
層１ａおよび接着層２の界面に高屈折率層１４が形成される。このようなホログラム構造
体の場合、第１光像は、セパレータ３側から点光源を照射して、セパレータ３側から観察
者が視認することが好ましい。第１ホログラム層１ａと高屈折率層１４との間の屈折率差
により、点光源からの光を反射させることができるからである。なお、図８（ｂ）に示す
ような構成の場合であって、透明基材４側から点光源を照射した場合であっても、点光源
からの光は、第２ホログラム層１ｂが形成されていない開口領域から、第１ホログラム層
１ａの凹凸面へと入射し、反射する。したがって、第２ホログラム層１ｂが形成されてい
ない開口領域の大きさにもよるが、観察者は透明基材４側からある程度第１光像を視認す
ることが可能である。本発明においては、第１光像をより鮮明に表示するという観点から
、上述のようにセパレータ３側から点光源を照射して、セパレータ３側から観察者が視認
することが好ましい。透明基材４側から点光源を照射した場合には、第２ホログラム層１
ｂが形成されていない開口領域から、第１ホログラム層１ａへと光が入射するため、上記
開口領域の大きさに応じて、第１ホログラム層１ａへと入射する光量が制限される場合が
あるからである。なお、図８（ｂ）についての詳細な説明は、後述する「（２）透過型フ
ーリエ変換ホログラム領域」の項で説明するため、ここでの記載は省略する。
【００５７】
（ｃ）その他
　本発明において、反射型フーリエ変換ホログラム領域に光を照射する点光源としては、
例えば、レーザー光源が挙げられる。点光源の波長は特に限定されず、反射型フーリエ変
換ホログラム領域がフーリエ変換レンズ機能を良好に発揮できることが好ましい。本発明
においては、点光源の波長が、一波長の単色光であっても良く、多波長を含む光であって
も良く、さらには白色光であっても良い。
【００５８】
（２）透過型フーリエ変換ホログラム領域
　本発明における透過型フーリエ変換ホログラム領域は、点光源から入射した光を、第１
ホログラム層の一方の面側に配置された第２ホログラム層によりパターン状に遮光させて
、第２光像へ変換する領域である。
【００５９】
　本発明における透過型フーリエ変換ホログラム領域は、点光源から入射した光が、パタ
ーン状に配置された第２ホログラム層を透過した透過光を、第２光像に変換する領域であ
る。すなわち、本発明における透過型フーリエ変換ホログラム領域は、フーリエ変換レン
ズとして機能する。なお、上記機能について、フーリエ変換レンズ機能と称して説明する
場合がある。
【００６０】
　本発明における透過型フーリエ変換ホログラム領域は、例えば図３（ａ）に示すように
、第２ホログラム層がパターン状に形成されたフーリエ変換像２０’が記録された領域で
ある。本発明における透過型フーリエ変換ホログラム領域は、上述した反射型フーリエ変
換ホログラム領域と同様に、単一のフーリエ変換ホログラム領域により第２光像が表示さ
れる領域であっても良く、単一のフーリエ変換ホログラム領域を複数配列して拡大した大
判のフーリエ変換ホログラム領域により第２光像が表示される領域であっても良い。
【００６１】
　なお、透過型フーリエ変換ホログラム領域の平面視サイズや平面視形状等の具体的な説
明については、上述した「（１）反射型フーリエ変換ホログラム領域」の項に記載した内
容と同様とすることができるため、ここでの記載は省略する。
【００６２】
　本発明における透過型フーリエ変換ホログラム領域は、上述した反射型フーリエ変換ホ
ログラム領域と、平面視上重なる領域であっても良い。本発明においては、透過型フーリ
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エ変換ホログラム領域の全面が、上述した反射型フーリエ変換ホログラム領域と平面視上
重なっていても良く、あるいは、透過型フーリエ変換ホログラム領域の一部が、上述した
反射型フーリエ変換ホログラム領域と平面視上重なっていても良い。図５（ａ）は、第２
光像を表示するためのフーリエ変換像２０’が記録された透過型フーリエ変換ホログラム
領域の一部が、第１光像を表示するためのフーリエ変換像１０’が記録された反射型フー
リエ変換ホログラム領域と平面視上重なったホログラム構造体１００を示す概略平面図で
ある。
【００６３】
　本発明においては、例えば、図５（ａ）に示すように、ホログラム構造体１００におけ
る透過型フーリエ変換ホログラム領域Ｂが占める平面視上の割合は、所望の第２光像を表
示することができる程度の割合を有していれば良く、ホログラム構造体の用途等に応じて
適宜調整することができる。例えば、２５％以上であることが好ましく、中でも５０％以
上であることが好ましい。また、図５（ａ）に示すように、透過型フーリエ変換ホログラ
ム領域Ｂの一部が、上述した反射型フーリエ変換ホログラム領域Ａと平面視上重なった領
域Ｃを有する場合、全透過型フーリエ変換ホログラム領域Ｂを１００％としたとき、透過
型フーリエ変換ホログラム領域Ｂと反射型フーリエ変換ホログラム領域Ａとが平面視上重
なる領域Ｃの割合は、所定の範囲内であることが好ましい。なお、上記割合については、
上記「（１）反射型フーリエ変換ホログラム領域」の項に記載した、全反射型フーリエ変
換ホログラム領域Ａを１００％としたときの割合と同様とすることができる。したがって
、ここでの記載は省略する。本発明においては、全透過型フーリエ変換ホログラム領域に
おける、透過型フーリエ変換ホログラム領域と反射型フーリエ変換ホログラム領域とが平
面視上重なる領域の割合が、上述した所定の範囲内であることにより、ホログラム構造体
の偽造防止性の更なる向上を図ることができる。これは、ホログラム構造体において、第
２光像を表示するための例えば図３（ａ）に示すフーリエ変換像２０’と、第１光像を表
示するための例えば図２（ａ）に示すフーリエ変換像１０’とが平面視上重なることで、
より複雑な構成とすることができ、模倣を困難とすることができるからである。
【００６４】
（ｂ）第２ホログラム層
　本発明における第２ホログラム層は、第１ホログラム層の一方の面側にパターン状に配
置される部材である。
【００６５】
　図８（ａ）、（ｂ）は、本発明のホログラム構造体の例を示す概略断面図である。本発
明においては、図８（ａ）に示すように、第２ホログラム層１ｂを、第１ホログラム層１
ａの凹凸面側に配置しても良く、あるいは、図８（ｂ）に示すように、第２ホログラム層
１ｂを、第１ホログラム層１ａの凹凸面とは反対側の面に配置しても良い。本発明におい
ては、中でも、図８（ａ）に示すように、第１ホログラム層１ａの凹凸面側に、第２ホロ
グラム層１ｂが配置されることが好ましい。本発明のホログラム構造体１００を、透明基
材４側から観察した際に、反射型フーリエ変換ホログラム領域において、第１ホログラム
層の表面に形成された凹凸構造を、第２ホログラム層に遮られることなく十分に観察する
ことができる。さらに透過型フーリエ変換ホログラム領域において、パターン状に配置さ
れた第２ホログラム層も十分に観察することができる。したがって、本発明のホログラム
構造体を一方の面から観察することで、点光源からの光を反射させた場合には、反射型フ
ーリエ変換ホログラム領域により変換される第１光像を観察でき、点光源からの光を透過
させた場合には、透過型フーリエ変換ホログラム領域により変換される第２光像を観察で
きる。
【００６６】
　一方、図８（ｂ）に示すように、第１ホログラム層１ａの凹凸面とは反対側の面に第２
ホログラム層１ｂが配置されている場合には、通常、第１ホログラム層１ａと第１ホログ
ラム層１ａの凹凸面側に接触する部材との間に高屈折率層１４が形成される。そうするこ
とで、第１ホログラム層１ａと高屈折率層１４との間の屈折率差により、第１ホログラム
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層１ａの表面に形成された凹凸構造において、透明基材４側またはセパレータ３側の光源
から照射された光を十分に反射させることが可能となる。これにより、反射型フーリエ変
換ホログラム領域において、第１光像を良好に観察することが可能となる。また、図８（
ｂ）に示すホログラム構造体１００において透過型フーリエ変換ホログラム領域により第
２光像を観察する場合には、透明基材４側の光源から光を照射してセパレータ３側から観
察しても良く、あるいはセパレータ３側の光源から光を照射して透明基材４側から観察し
ても良い。第２光像を観察するといった観点からは、光源からの光の照射方向および観察
する方向は特に限定されない。なお、図８（ｂ）に示すホログラム構造体１００を用いて
第１光像を観察するときの好ましい態様については、上記「（１）反射型フーリエ変換ホ
ログラム領域」の項に記載したため、ここでの記載は省略する。また、図８（ａ）、（ｂ
）において説明していない符号については、上述した図１と同様とすることができるため
、ここでの記載は省略する。
【００６７】
　透過型フーリエ変換ホログラム領域においては、第１ホログラム層の一方の面側に配置
される第２ホログラム層は、第２光像として表示される原画像のデータに基づいて多値化
されたフーリエ変換像である。第２ホログラム層は、点光源から入射した光をパターン状
に遮光させることができる部材である。換言すると、第２ホログラム層は、遮光性を有し
、かつパターン状に配置される部材である。このような第２ホログラム層は、通常、図３
（ａ）に示すように、特定の方向に並列して延びる曲線状または直線状の多数のパターン
から構成される。
【００６８】
　本発明における第２ホログラム層をパターン状に配置して透過型フーリエ変換ホログラ
ム領域を得る方法としては、第２ホログラム層を第１ホログラム層の一方の面側に、点光
源からの光を透過させた際に所望の第２光像を表示することができるように、パターン状
に配置する方法であれば良く、第２ホログラム層に用いられる材料等に応じて適宜選択す
ることができる。具体的には、例えば、レーザー描画法、デメタ印刷法、レジスト印刷法
およびマスク蒸着法、スパッタリング法、イオンプレーティング法等を用いて第２ホログ
ラム層をパターン状に形成する方法が挙げられる。本発明においては、中でもレーザー描
画法を用いて第２ホログラム層を形成することが好ましい。可変的なパターン形成を行う
ことができるため、偽造防止性が高く意匠性に優れたホログラム構造体を形成するのに好
適である。
【００６９】
　本発明においてパターン状に形成された第２ホログラム層のピッチは、点光源から入射
した光を所望の第２光像へ変換することができる程度であることが好ましい。具体的な第
２ホログラム層のピッチについては、上記「（１）反射型フーリエ変換ホログラム領域　
（ａ）第１ホログラム層」の項に記載した格子ピッチと同様とすることができるため、こ
こでの記載は省略する。なお、パターン状に形成された第２ホログラム層のピッチとは、
例えば、図９の符号Ｐで示す距離をいう。
【００７０】
　第２ホログラム層は、点光源から入射した光をパターン状に遮光するという機能を有す
る。したがって、第２ホログラム層の厚みは、点光源から入射した光を十分に遮光するこ
とができる程度の厚みであることが好ましく、第２ホログラム層に用いられる材料の種類
や製造方法に応じて適宜選択することができる。本発明においては、例えば、第２ホログ
ラム層の厚みが、０．０１μｍ以上５０μｍ以下の範囲内であることが好ましく、中でも
０．０３μｍ以上２０μｍ以下の範囲内であることが好ましい。なお、第２ホログラム層
の厚みとは、例えば、図９の符号Ｄで示す距離をいう。
【００７１】
　本発明においては、点光源から入射した光を、第２ホログラム層によりパターン状に遮
光させて、第２光像へ変換する。ここで、「遮蔽する」とは、点光源から入射した光を完
全に遮蔽する場合だけでなく、第２光像へ変換することができる程度に光を遮蔽する場合
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も含む。具体的には、第２ホログラム層の可視光線透過率が、９０％以下であることが好
ましく、中でも７０％以下であることが好ましく、特に５０％以下であることが好ましい
。なお、第２ホログラム層の可視光線透過率は、例えば、ＪＩＳ　Ｋ７３６１－１に準拠
したプラスチック－透明基材の全光透過率の試験方法により測定することができる。
【００７２】
　また、本発明においては、第２ホログラム層が、点光源から入射した光を反射する反射
性を有することが好ましい。例えば、図１に示すように、第１ホログラム層１ａの凹凸面
側に第２ホログラム層１ｂが配置され、かつ、図２（ｂ）に示すように、透明基材４側か
ら点光源を照射して、透明基材４側から観察者が第１光像を観察する場合に、より鮮明に
第１光像を視認することができるからである。これは、点光源から入射した光が、第１ホ
ログラム層１ａの凹凸面を覆うように追従する第２ホログラム層１ｂにより効果的に反射
するからと考えられる。第２ホログラム層の具体的な反射性としては、例えば、反射率が
５％以上であることが好ましく、中でも１０％以上であることが好ましく、特に１５％以
上であることが好ましい。なお、第２ホログラム層の反射率は、例えば、ＪＩＳ　Ｋ　７
３７５に準拠して測定することができる。
【００７３】
　本発明における第２ホログラム層の材料としては、点光源から入射した光を、パターン
状に遮光させて、所望の第２光像へ変換することが可能な材料であれば良い。中でも、上
述のような所定の遮光性を有する材料であることが好ましく、特に、上述のような所定の
遮光性および反射性の両方を有する材料であることが好ましい。具体的には、例えば、ア
ルミニウム、銀、金、ニッケル、銅、クロム、チタン、窒化チタン、炭化チタン、ニッケ
ルクロム、ステンレス鋼、黄銅等が挙げられる。本発明においては、反射性および遮光性
の観点から、特にアルミニウムを用いることが好ましい。
【００７４】
（ｃ）第２光像
　本発明における透過型フーリエ変換ホログラム領域は、点光源から入射した光を、第２
ホログラム層によりパターン状に遮光させて、第２光像へ変換する領域である。
【００７５】
　本発明における透過型フーリエ変換ホログラム領域により表示される第２光像の絵柄は
、例えば、パターン、線画、文字、図形、記号等とすることができ、ホログラム構造体の
用途に応じて適宜選択することができる。本発明において、透過型フーリエ変換ホログラ
ム領域により表示される第２光像は、上述した反射型フーリエ変換ホログラム領域により
表示される第１光像と、同じ絵柄であっても良く、互いに相違する絵柄であっても良い。
【００７６】
　本発明においては、例えば、図３（ｂ）に示すように、ホログラム構造体１００のセパ
レータ３側から点光源を照射することで、透明基材４側の観察者は、図３（ａ）の符号２
０で示す顔の絵柄である第２光像を視認することが可能となる。なお、図示はしないが、
例えば図３（ｂ）における透明基材４側から点光源を照射した場合であっても、点光源か
らの光は、第２ホログラム層１ｂによりパターン状に遮光される。したがって、観察者は
、セパレータ３側から第２光像を視認することが可能となる。
【００７７】
　また、例えば、図８（ｂ）に示すように、第２ホログラム層１ｂが、第１ホログラム層
１ａの凹凸面とは反対側の面に配置されている場合には、第２光像は、セパレータ３側か
ら点光源を照射して、透明基材４側から観察者が視認しても良く、あるいは、透明基材４
側から点光源を照射して、セパレータ３側から観察者が視認しても良い。本発明において
は、第１光像をより鮮明に表示するという観点から、透明基材４側から点光源を照射して
、セパレータ３側から観察者が視認することが好ましい。なお、この理由については、上
記「（１）反射型フーリエ変換ホログラム領域　（ｂ）第１光像」の項に記載した内容と
同様とすることができるため、ここでの記載は省略する。
【００７８】
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（ｄ）その他
　本発明において、透過型フーリエ変換ホログラム領域に光を照射する点光源としては、
例えば、レーザー光源が挙げられる。点光源の波長は特に限定されず、反射型フーリエ変
換ホログラム領域がフーリエ変換レンズ機能を良好に発揮できることが好ましい。本発明
においては、点光源の波長が、一波長の単色光であっても良く、多波長を含む光であって
も良く、さらには白色光であっても良い。
【００７９】
（３）回折格子領域
　本発明における回折格子領域は、回折絵柄を表示する領域である。また、回折格子領域
は、反射型フーリエ変換ホログラム領域と平面視上重ならない領域に位置する。なお、こ
こでの回折格子領域は、レリーフ型ホログラム領域を包含する。
【００８０】
　回折格子領域は、回折格子パターンを有する画素が複数集合した領域を指す。図１０（
ａ）は、回折格子パターンの一例を示す概略平面図である。図１０（ａ）に示すように、
本発明のホログラム構造体１００は、少なくとも反射型フーリエ変換ホログラム領域Ａ、
透過型フーリエ変換ホログラム領域Ｂ、またはそれらが重なった領域Ｃにより、第１光像
または第２光像が表示される領域を有するが、必要に応じて、回折格子絵柄を表示する回
折格子パターン３０が集合した回折格子領域を有していても良い。偽造防止性をより一層
高め、優れた意匠性を有するホログラム構造体とすることができるからである。図１０（
ｂ）に示すように、回折格子パターン３０は、所定の線幅ｄを有する格子線３１が、１つ
の画素に対応した大きさの閉領域３２内に配置されている。格子線３１は、所定のピッチ
ｐおよび所定角度θで配置される。なお、図示しないが、回折格子領域は、反射型フーリ
エ変換ホログラム領域と同一平面上に形成することが好ましい。具体的には、本発明にお
ける第１ホログラム層と同一平面上に、回折格子パターンが配置されていることが好まし
い。また、このとき、第１ホログラム層において、反射型フーリエ変換ホログラム領域を
形成するための凹凸面側と、回折格子パターンにおいて回折格子絵柄が記録された面側と
が、同一面となるように設計することが好ましい。
【００８１】
　回折格子パターンにおける格子線の線幅ｄ、ピッチｐおよび角度θは、回折格子領域に
照射された光に回折が生じる程度の寸法値に適宜設定することができる。回折格子領域は
、格子線の線幅ｄ、ピッチｐおよび角度θ等を様々な寸法値とした複数種類の回折格子パ
ターンを集合させることで、所定の回折絵柄を表示することができる。なお、回折格子パ
ターンの各種寸法値や配置等は、回折格子領域により表示しようとする原画像において、
当該原画像を構成する多数の画素それぞれに割り付けられた画素値に応じて適宜決定する
。なお、回折格子パターンの各種寸法値は、コンピュータに取り込まれた原画像の画像デ
ータに基づいて決定される。
【００８２】
　なお、回折格子領域を構成する回折格子パターンについては、一般的な回折格子パター
ンと同様とすることができる。具体的には、本発明における回折格子パターンは、特開２
００８－１９１５４０号公報、特開２０００－３０４９１２号公報、特開２００８－０７
７０４２号公報等に開示された一般的な回折格子パターンと同様とすることができる。し
たがって、ここでの詳細な説明は省略する。
【００８３】
　本発明における回折格子領域は、反射型フーリエ変換ホログラム領域と平面視上重なら
ない領域に位置するが、これは次のようなことに起因する。すなわち、通常、回折格子領
域を構成する回折格子パターンは、表面に凹凸構造を有する。そうすると、第１ホログラ
ム層の表面に凹凸構造を有する反射型フーリエ変換ホログラム領域と平面視上重なる領域
には、表面に凹凸構造を有する回折格子領域を配置することは困難となる。このように、
本発明における回折格子領域は、反射型フーリエ変換ホログラム領域と平面視上重ならな
い領域に位置するが、回折格子領域および透過型フーリエ変換ホログラム領域は、平面視
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上重なった領域を有していても良い。
【００８４】
　本発明における回折格子領域により表示される回折格子絵柄としては、例えば、パター
ン、線画、文字、図形、記号等が挙げられる。また、これらの回折格子絵柄は、反射型フ
ーリエ変換ホログラム領域により変換される第１光像や、透過型フーリエ変換ホログラム
領域により変換される第２光像の絵柄と、合わせて一つの絵柄が完成するように設計して
も良い。この場合、偽造防止性の更なる向上を図ることができる。
【００８５】
　本発明における回折格子絵柄は、平面的に絵柄を再生可能な平面回折格子絵柄であって
も良く、立体的に絵柄を再生可能な立体回折格子絵柄であっても良く、あるいは、平面回
折格子絵柄および立体回折格子絵柄の両方を組み合わせたものであっても良い。回折格子
絵柄が平面回折格子絵柄または立体回折格子絵柄であることにより、より優れた意匠性を
有するホログラム構造体とすることができる。
【００８６】
　平面回折格子絵柄の表示方法としては、例えば、次のような方法が挙げられる。すなわ
ち、回折光の振幅が同程度の回折格子パターンにより表示される方法が挙げられる。ここ
で、回折光の振幅を同程度とする方法としては、例えば、特許第４９８４９３８号公報に
記載された方法と同様とすることができるため、ここでの記載は省略する。
【００８７】
　平面回折格子絵柄は、格子線の面積が同程度の回折格子パターンを敷き詰めることで表
示することができる。また、格子線の面積として、どの程度の面積の格子線を有する回折
格子パターンを用いるかについては、平面回折格子絵柄が再生可能であれば良く、再生さ
れる平面回折格子絵柄のサイズやカラー表示の有無等に応じて適宜設定することができる
。
【００８８】
　立体回折格子絵柄の形成方法としては、回折格子絵柄の端部側より中央部側に回折光の
振幅が大きい回折格子パターンを配置する方法が挙げられる。こうすることで、参照光を
照射した際に、回折格子絵柄が立体的に浮かび上がるように再生することができる。ここ
で、回折光の振幅を、端部側よりも中央部側が大きくなるように回折格子パターンを配置
する方法としては、例えば、特許第４９８４９３８号公報に記載された方法と同様とする
ことができるため、ここでの記載は省略する。
【００８９】
　上述した反射型フーリエ変換ホログラム領域および透過型フーリエ変換ホログラム領域
に対する回折格子領域の平面視上の割合は、回折格子領域により所望の回折格子絵柄を表
示することができる程度の割合であることが好ましい。また、上述した反射型フーリエ変
換ホログラム領域および透過型フーリエ変換ホログラム領域により表示される第１光像お
よび第２光像、ならびに回折格子領域により表示される回折格子絵柄のそれぞれが、十分
に視認することができる程度の割合であることが好ましい。回折格子絵柄が平面回折格子
絵柄である場合の、上述した反射型フーリエ変換ホログラム領域および透過型フーリエ変
換ホログラム領域に対する回折格子領域の割合は、例えば、１／４以上３／２以下の範囲
内であることが好ましく、中でも１／２以上１以下の範囲内であることが好ましく、特に
５／８以上７／８以下の範囲内であることが好ましい。一方、回折格子絵柄が立体回折格
子絵柄である場合の、上述した反射型フーリエ変換ホログラム領域および透過型フーリエ
変換ホログラム領域に対する回折格子領域の割合は、例えば、１／３以上３以下の範囲内
であることが好ましく、中でも２／３以上２以下の範囲内であることが好ましく、特に１
以上５／３以下の範囲内であることが好ましい。なお、上記割合において、「上述した反
射型フーリエ変換ホログラム領域および透過型フーリエ変換ホログラム領域に対する」と
は、上述した反射型フーリエ変換ホログラム領域および透過型フーリエ変換ホログラム領
域の合計の領域に対するという意味である。
【００９０】
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　回折格子パターンの平面視サイズは、表示される回折格子絵柄に応じて適宜設定するこ
とができ、特に限定されない。例えば、５μｍ角以上１００μｍ角以下の範囲内とするこ
とができる。回折格子パターンの平面視サイズが上記範囲内であることにより、高精細な
回折格子絵柄を表示することが可能となる。また、回折格子絵柄を表示する個々の回折格
子パターンの存在を隠ぺいし、偽造防止性を高めることができる。
【００９１】
　回折格子パターンの平面視形状は、再生される回折格子絵柄に応じて適宜選択すること
ができ、特に限定されない。例えば、上記「（１）反射型フーリエ変換ホログラム領域」
の項に記載した単一のフーリエ変換ホログラム領域の平面視形状と同様とすることができ
るため、ここでの記載は省略する。
【００９２】
　回折格子パターンを形成する方法については、一般的に公知の方法と同様の方法を採用
することができるため、ここでの記載は省略する。
【００９３】
　回折格子絵柄の再生に用いられる参照光としては特に限定されず、一般的なホログラム
に用いられる参照光と同様のものと用いることができる。具体的には、参照光としては可
視光を含む光を用いることができる。例えば、参照光は、上述した反射型フーリエ変換ホ
ログラム領域および透過型フーリエ変換ホログラム領域により変換される第１光像および
第２光像の表示に用いられる点光源と同一の光を用いることができる。こうすることで、
第１光像または第２光像の表示と同時に、回折格子絵柄を表示することができる。なお、
参照光は、点光源に限らず、平行光等であっても良い。
【００９４】
（４）その他の構成
　本発明のホログラム構造体は、上述した反射型フーリエ変換ホログラム領域および透過
型フーリエ変換ホログラム領域を有する部材であるが、必要に応じてその他の構成を有し
ていても良い。
　以下、本発明のホログラム構造体に用いられるその他の構成について説明する。
【００９５】
（ａ）透明基材
　本発明のホログラム構造体は、第１ホログラム層の凹凸構造が形成された側とは反対側
の面に、透明基材を有していても良い。透明基材を有することにより、本発明のホログラ
ム構造体の熱的強度または機械的強度を高めることができる。
【００９６】
　ここで、「ホログラム層の凹凸構造が形成された側とは反対側の面に、透明基材を有す
る」とは、ホログラム層の凹凸構造が形成された側とは反対側の面に、直接透明基材が配
置されている態様や、ホログラム層の凹凸構造が形成された側とは反対側の面に、他の部
材を介して透明基材が配置されている態様を包含する。
【００９７】
　本発明における透明基材は、可視光透過率が８０％以上であることが好ましく、中でも
９０％以上であることが好ましい。透明基材の可視光透過率が上記範囲内であることによ
り、ホログラム構造体の透明基材が配置された側から光を照射したときに、透明基材を介
して、第１ホログラム層および第２ホログラム層まで、十分に光を透過させることができ
る。一方、ホログラム構造体の透明基材が配置された側とは反対側から光を照射したとき
には、透過型フーリエ変換ホログラム領域により変換された第２光像を、透明基材を介し
て表示することができる。なお、透明基材の可視光透過率については、例えば、ＪＩＳ　
Ｋ７３６１－１に準拠したプラスチック－透明基材の全光透過率の試験方法により測定す
ることができる。
【００９８】
　本発明における透明基材は、ヘイズ値が比較的低いことが好ましい。具体的な透明基材
のヘイズ値としては、例えば、０．０１％以上５％以下の範囲内であることが好ましく、
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中でも０．０１％以上３％以下の範囲内であることが好ましく、特に、０．０１％以上１
．５％以下の範囲内であることが好ましい。透明基材のヘイズ値が上記範囲内であること
により、透明基材を介して第１光像や第２光像を、良好に表示することができる。なお、
透明基材のヘイズ値については、例えば、ＪＩＳ　Ｋ７１３６に準拠して測定することが
できる。
【００９９】
　本発明における透明基材の材料としては、上述したような所定の可視光透過率およびヘ
イズ値を有する材料を選択することが好ましい。具体的には、ポリエチレンテレフタレー
ト、ポリカーボネート、アクリル樹脂、シクロオレフィン樹脂、ポリエステル樹脂、ポリ
スチレン樹脂、アクリルスチレン樹脂等の樹脂フィルム、石英ガラス、パイレックス（登
録商標）、合成石英板等のガラスが挙げられる。本発明においては、軽量かつ破損等の危
険性が低いという観点から、樹脂フィルムを用いることが好ましく、複屈折性の面からポ
リカーボネートを選択することがより好ましい。
【０１００】
　本発明における透明基材は、紫外線吸収剤、熱線吸収剤等を含んでいても良い。ホログ
ラム構造体に紫外線および熱線等が当たることにより、ホログラム層が劣化することを抑
制することできる。
【０１０１】
　本発明における透明基材の厚みは、第１ホログラム層および第２ホログラム層を支持す
ることができる程度の剛性および強度を有することができる程度の厚みであることが好ま
しい。透明基材の厚みは、例えば、０．００５ｍｍ以上５ｍｍ以下の範囲内であることが
好ましく、中でも０．０１ｍｍ以上１ｍｍ以下の範囲内であることが好ましい。また、透
明基材の形状については、本発明のホログラム構造体の使用形態等に応じて適宜変更する
ことができる。
【０１０２】
　本発明における透明基材は、他の部材との密着性を向上させるために、表面処理を施し
ても良い。透明基材への表面処理としては、例えば、コロナ処理が挙げられる。
【０１０３】
（ｂ）接着層
　本発明のホログラム構造体は、例えば、少なくともいずれか一方の面に接着層を有して
いても良い。本発明においては、ホログラム構造体のいずれか一方の面に接着層を有する
ことにより、本発明のホログラム構造体を、所定の位置に貼り付けることができる。また
、ホログラム構造体の両面に接着層を有することにより、ホログラム構造体を、例えば、
ポリカーボネート等の樹脂から形成されたカード、パスポートの個人情報のページ等に埋
め込むことができる。なお、図１では、接着層２の最外層となる側の面にセパレータ３が
配置された例である。
【０１０４】
　ここで、「本発明のホログラム構造体は、いずれか一方の面に接着層を有していても良
い」とは、次のような態様を指す。具体的には、ホログラム層において、第１ホログラム
層の凹凸構造が形成された側とは反対側の面に、接着層を有していても良い。また、第１
ホログラム層の凹凸構造が形成された側の面、すなわち第１ホログラム層の凹凸面側に、
接着層を有していても良い。なお、後者である場合には、ホログラム層の凹凸構造を埋め
るように接着層を形成しても良いが、このとき、第１ホログラム層と接着層との間には所
定の屈折率差があることが好ましい。第１ホログラム層の凹凸構造により、点光源からの
光を反射させて、良好に第１光像へ変換することができるからである。
【０１０５】
　また、「第１ホログラム層の凹凸構造が形成された側とは反対側の面に、接着層を有し
ていても良い」とは、図示はしないが、第１ホログラム層の凹凸構造が形成された側とは
反対側の面に接着層が形成されていても良いことや、第１ホログラム層の凹凸構造が形成
された側とは反対側の面に透明基材を介して接着層が形成されていても良いことを指す。
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次に、「第１ホログラム層の凹凸構造が形成された側の面に、接着層を有していても良い
」とは、例えば、図１に示すように、第１ホログラム層１ａの凹凸構造が形成された側の
面に接着層２が形成されていても良いことを指す。
【０１０６】
　本発明において、例えば、図１に示すように、第１ホログラム層１ａの凹凸構造が形成
された側の面に接着層２を有する場合、第１ホログラム層と接着層との間には、所定の屈
折率差が必要である。ここで、「所定の屈折率差」とは、例えば、第１ホログラム層の凹
凸構造により点光源からの光が散乱し、所望の第１光像を表示することができる程度の屈
折率差であることが好ましい。
【０１０７】
　本発明における接着層は、透明性が高いことが好ましい。具体的には、可視光透過率が
８０％以上であることが好ましく、中でも９０％以上であることが好ましい。接着層の可
視光透過率が上記範囲内であることにより、接着層による光の遮蔽を抑制することできる
。なお、接着層の可視光透過率は、例えば、ＪＩＳ　Ｋ７３６１－１に準拠するプラスチ
ック－透明材料の全光透過率の試験方法により測定することができる。
【０１０８】
　本発明における接着層は、ヘイズ値が比較的低いことが好ましい。具体的な接着層のヘ
イズ値としては、例えば、０．０１％以上５％以下の範囲内であることが好ましく、中で
も０．０１％以上３％以下の範囲内であることが好ましく、特に０．０１％以上１．５％
以下の範囲内であることが好ましい。接着層のヘイズ値が上記範囲内であることにより、
接着層による光の遮蔽を抑制することできる。なお、接着層のヘイズ値は、例えば、ＪＩ
Ｓ　Ｋ７１３６に準拠して測定することができる。
【０１０９】
　本発明における接着層は、粘着性を有する粘着層であっても良く、密着性および再剥離
性の双方の特性を有する再剥離密着層であっても良い。本発明における接着層が粘着層で
ある場合には、本発明のホログラム構造体を構成する各部材同士を強固に貼り合せたり、
または、ホログラム構造体を被着体へと強固に貼り合せたりすることができる。一方、本
発明における接着層が再剥離密着層である場合には、本発明のホログラム構造体を所望の
部材に貼り合せることができる。このような再剥離密着層は、被着体に粘着剤等による痕
を残すことなく、容易に密着および剥離を繰り返すことができ、被着体への影響を最小限
に抑えることができる。
【０１１０】
　本発明における接着層は、必要に応じて紫外線吸収剤や赤外線吸収剤を含んでいても良
い。接着層中に紫外線吸収剤や赤外線吸収剤が含まれていることにより、本発明のホログ
ラム構造体が紫外線や赤外線の照射により劣化することを抑制することができる。また、
本発明における接着層は、粘着性付与剤や粘着性調整剤等を含んでいても良い。
【０１１１】
　本発明における接着層の厚みは、本発明のホログラム構造体の用途等に応じて適宜調整
することができ、特に限定されない。接着層の具体的な厚みとしては、例えば、１μｍ以
上５００μｍ以下の範囲内とすることが好ましく、中でも２μｍ以上５０μｍ以下の範囲
内とすることが好ましい。接着層の厚みが上記範囲内であることにより、接着層による光
の遮蔽を抑制することできる。
【０１１２】
　接着層の形成方法としては、所望の位置に接着層を配置することができる方法であれば
良く、特に限定されない。例えば、所望の位置に接着層を構成する接着層形成用塗工液を
直接塗布して乾燥させることで、接着層を形成する方法が挙げられる。接着層形成用塗工
液の塗布方法としては、例えば、メイヤーバー、グラビアコート、グラビアリバースコー
ト、キスリバースコート、３本ロールリバースコート、スリットリバースダイコート、コ
ンマコート、ナイフコート等の各種コーティング法が挙げられる。
【０１１３】
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（ｃ）セパレータ
　本発明においては、ホログラム構造体の最外層に接着層を有する場合、当該接着層の最
外層となる側の表面にセパレータを配置することが好ましい。換言すると、ホログラム構
造体の最外層が接着性を有さない部材である場合には、特にセパレータを配置する必要は
ない。セパレータを有することにより、接着層の表面に異物等が付着することを防止する
ことができる。また、ホログラム構造体を長尺状に作成し、これをロール状に巻く場合に
、重なったホログラム構造体同士が互いに接着するのを防ぐことができる。
【０１１４】
　本発明におけるセパレータとしては、例えば、接着層を保護することができ、かつ接着
層から容易に剥離することができる部材であれば良く、特に限定されない。このようなセ
パレータとしては、例えば、ポリエチレンテレフタレート、ポリエチレンナフタレート、
ポリフェニレンスルフィド等から構成された樹脂層が挙げられる。
【０１１５】
　本発明におけるセパレータの厚みについては、本発明のホログラム構造体の種類や用途
等に応じて適宜調整することができ、特に限定されない。
【０１１６】
　本発明におけるセパレータは、接着層と接する側の面に、接着層との剥離操作を容易に
するための剥離処理が施されていることが好ましい。剥離処置としては、例えば、シリコ
ーン処理、アルキッド処理等が挙げられる。
【０１１７】
（ｄ）高屈折率層
　本発明においては、第１ホログラム層の凹凸面側に、必要に応じて高屈折率層を有して
いても良い。
【０１１８】
　本発明における高屈折率層は、例えば、酸化ジルコニウム、五酸化二アンチモン、アン
チモンドープ酸化スズ等の高屈折率粒子とバインダー樹脂とを含む高屈折率層形成用樹脂
組成物により形成することができる。また、高屈折率層は、それ自体が高屈折率であるポ
リマー単体により形成しても良く、化学蒸着法（ＣＶＤ）や物理蒸着法（ＰＶＤ）等の蒸
着法により形成した酸化ジルコニウムおよび五酸化二アンチモン等の薄膜等であっても良
い。本発明においては、中でも、高屈折率粒子とバインダー樹脂とを含む高屈折率層形成
用樹脂組成物により、高屈折率層を形成することが好ましい。
【０１１９】
　高屈折率層に用いられる高屈折率粒子としては、例えば、酸化亜鉛（ＺｎＯ；１．９０
）、酸化チタン（ＴｉＯ２；２．３～２．７）、酸化セリウム（ＣｅＯ２；１．９５）、
酸化インジウムスズ（ＩＴＯ；１．９５）、アンチモンドープ酸化スズ（ＡＴＯ；１．８
０）、酸化イットリウム（Ｙ２Ｏ３；１．８７）、酸化ジルコニウム（ＺｒＯ２；２．０
）、五酸化アンチモン（Ｓｂ２Ｏ５；１．７９）が好ましく挙げられ、用途に応じて適宜
選択することができる。なお、上記かっこ内の数値は、屈折率を示す。
【０１２０】
　高屈折率粒子の平均粒径としては、例えば、５ｎｍ以上２００ｎｍ以下の範囲内である
ことが好ましく、中でも５ｎｍ以上１００ｎｍ以下の範囲内であることが好ましく、特に
１０ｎｍ以上８０ｎｍ以下の範囲内であることが好ましい。高屈折率粒子の平均粒径が上
記範囲内であることにより、高屈折率層の光透過性を損なうことなく、高屈折率粒子の分
散状態が得られるからである。なお、本発明においては、平均粒径が上記範囲内であれば
、高屈折率粒子が鎖状に連なっていても良い。
【０１２１】
　高屈折率粒子は、必要に応じて表面処理されていても良い。表面処理としては、例えば
、シランカップリング剤を用いて、高屈折率粒子の表面の改質を行う処理が挙げられる。
このような処理を施すことで、バインダー樹脂との親和性が向上し、高屈折率粒子を均一
に分散させ、高屈折率粒子同士の凝集を抑制することができる。したがって、凝集由来の
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大粒子化による高屈折率層の光透過性の低下や、高屈折率層形成用樹脂組成物の塗布性や
塗膜強度の低下を抑制することができる。
【０１２２】
　高屈折率粒子を分散させるバインダー樹脂やその他の添加剤、その他の詳細な説明につ
いては、例えば、特開２０１７－０２１２９３号公報に開示された内容と同様とすること
ができるため、ここでの記載は省略する。
【０１２３】
（ｅ）層間接着層
　本発明のホログラム構造体は、ホログラム構造体を構成する各部材の層間を接着するた
めの層間接着層を有していても良い。
【０１２４】
　このような層間接着層としては、例えば、２液硬化型接着剤層、紫外線硬化型接着剤層
、熱硬化型接着剤層、熱溶融型接着剤層等の公知の接着剤層を用いることができる。
【０１２５】
　本発明における層間接着層の厚みについては、ホログラム構造体を構成する各部材の大
きさ等に応じて適宜調整することができるため、ここでの記載は省略する。
【０１２６】
　本発明における層間接着層は、反射型フーリエ変換ホログラム領域や透過型フーリエ変
換ホログラム領域と平面視上重なる場合には、所定の透明性を有することが好ましい。な
お、具体的な透明性については、上記「（ｂ）接着層」の項で記載した接着層の透明性と
同様とすることができるため、ここでの記載は省略する。
【０１２７】
（ｆ）印刷層
　本発明のホログラム構造体は、印刷層を有していても良い。ここでいう「印刷層」とは
、インク等を用いて情報が印刷された層を指す。印刷層を有することにより、本発明のホ
ログラム構造体の意匠性を更に優れたものとすることができる。
【０１２８】
　印刷層の材料としては、各種印刷方式により印刷することが可能な材料であれば良く、
特に限定されない。例えば、ポリカーボネート類、ポリエステル類、セルロース誘導体、
ノルボルネン系樹脂、ポリ塩化ビニル類、ポリ酢酸ビニル類、アクリル系樹脂、ウレタン
系樹脂、ポリプロピレン系類、ポリエチレン系類、スチレン系類等が挙げられる。また、
印刷層に用いられるインクとしては、通常、インクジェット印刷、スクリーン印刷、オフ
セット印刷、グラビア印刷、フレキソ印刷等の各種印刷法に用いられるインクが挙げられ
る。
【０１２９】
　印刷層の形成方法としては、例えば、平版印刷、凹版印刷、凸版印刷、孔版印刷の基本
印刷法、フレキソ印刷、樹脂凸版印刷、グラビアオフセット印刷、タコ印刷、インクジェ
ット印刷、転写印刷、静電印刷、紫外線硬化印刷、焼き付け印刷、水なしオフセット印刷
等が挙げられる。
【０１３０】
　本発明における印刷層は、ホログラム構造体に意匠性を付与する部材である。例えば、
印刷層は、上述した第１光像や第２光像とは異なる情報を表示する部材であることが好ま
しい。印刷層が表示する情報は、本発明のホログラム構造体の用途等に応じて適宜選択す
ることができ、特に限定されないが、例えば、文字、記号、マーク、イラスト、キャラク
ター等の絵柄、会社名、商品名、セールスポイント、キャッチコピー、取扱い説明等の各
種文字情報が挙げられる。
【０１３１】
　本発明における印刷層の配置位置は、第１光像および第２光像の表示を妨げないような
位置であることが好ましい。具体的には、印刷層を、第１ホログラム層の凹凸構造が形成
された面側に配置しても良く、第１ホログラム層の凹凸構造が形成された面とは反対側に
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配置しても良い。なお、本発明のホログラム構造体が例えば図１に示すような構成を有す
る場合であって、印刷層を第１ホログラム層の凹凸構造が形成された面側に配置する場合
、印刷層は、第１ホログラム層と第２第２ホログラム層との間に配置しても良く、あるい
は第２ホログラム層の第１ホログラム層とは反対側の面に配置しても良い。
【０１３２】
（ｇ）任意の構成
　本発明のホログラム構造体は、例えば、上述した透明基材上に紫外線吸収層や赤外線吸
収層、反射防止層等を有していても良い。このような任意の構成を有することにより、本
発明のホログラム構造体を各種フィルタ等として用いることが可能となる。なお、紫外線
吸収層や赤外線吸収層、反射防止層等については、一般的に公知のものを用いることがで
きるため、ここでの説明は省略する。
【０１３３】
２．ホログラム構造体の使用態様
　本発明のホログラム構造体は、次のような使用態様を有する。なお、ホログラム構造体
の使用態様の一例を、第１使用態様、第２使用態様および第３使用態様に分けて説明する
。
【０１３４】
（１）第１使用態様
　本態様のホログラム構造体は、上記第１ホログラム層の凹凸面側に接着層を有し、ホロ
グラムシールとして用いられることを特徴とする。
【０１３５】
　本態様のホログラム構造体は、例えば、上述した図１に示すように、第１ホログラム層
１ａの凹凸面側に接着層２を有することで、ホログラムシールとして用いることができる
。具体的には、第１ホログラム層１ａの凹凸面側であって、第２ホログラム層１ｂの第１
ホログラム層１ａとは反対側の面、いわゆるホログラム構造体の最外層として接着層２を
有することが好ましい。
【０１３６】
　本態様のホログラム構造体をホログラムシールとして用いる場合、ホログラムシールは
接着層を介して被着体に貼り付けられる。このときの被着体は、少なくとも透過型フーリ
エ変換ホログラム領域と平面視上重なる領域において透明性を有していても良く、透明性
を有していなくても良い。図１１（ａ）に示すように、ホログラムシール１００ａを、少
なくとも透過型フーリエ変換ホログラム領域と平面視上重なる領域において透明性を有す
る被着体２００に貼り付けた場合には、透明基材４側から点光源により光Ｌ１０を反射さ
せて第１光像を表示することができ、また、被着体２００を介して点光源により光Ｌ２０

を透過させて第２光像を表示することができる。一方、図１１（ｂ）に示すように、ホロ
グラムシール１００ａを、透明性を有しない被着体２００に貼り付けた場合には、透明基
材４側から点光源により光Ｌ１０を反射させて第１光像を表示することができるが、被着
体２００を介して点光源より光Ｌ２０を透過させることは困難となる。したがって、この
場合には、図１１（ｃ）に示すように、ホログラムシール１００ａを被着体２００から剥
離して第２光像を表示することが好ましい。図１１（ａ）～（ｃ）において説明していな
い符号については、上述した図１と同様とすることができるため、ここでの説明は省略す
る。
【０１３７】
　本態様において、被着体が透明性を有しない場合には、ホログラムシールを用いた真贋
判定を行うことができ、偽造防止性の更なる向上を図ることが可能となる。具体的には、
ホログラムシールを被着体から剥離し、点光源を透過させた際に初めて第２光像を表示す
ることができるため、ホログラムシールが、第２光像を表示するための透過型フーリエ変
換ホログラム領域を有することを隠ぺいすることができ、偽造防止性の更なる向上を図る
ことができる。
【０１３８】
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　なお、本態様のホログラム構造体は、必要に応じて上記「１．構成　（４）その他の構
成」の項に記載した構成を有していても良い。
【０１３９】
　本態様において用いられる接着層については、上記「１．構成　（４）その他の構成　
（ｂ）接着層」の項に記載した内容と同様とすることができるため、ここでの記載は省略
する。
【０１４０】
　本態様のホログラム構造体をホログラムシールとして用いる場合の具体的な用途として
は、例えば、チケット、ブランド品、製品の品質管理番号ラベル等に貼り付けて、真贋判
定としての用途が挙げられる。
【０１４１】
（２）第２使用態様
　本態様のホログラム構造体は、上記第１ホログラム層の凹凸面側にヒートシール層を有
し、上記第１ホログラム層の凹凸面とは反対側の面に剥離容易層を有し、上記剥離容易層
の上記第１ホログラム層とは反対側の面に剥離用基材を有し、ホログラム転写箔として用
いられることを特徴とする。
【０１４２】
　本態様のホログラム構造体は、例えば、図１２に示すようにホログラム転写箔１００ｂ
として用いることができる。例えば、ホログラム転写箔１００ｂは、第１ホログラム層１
ａの凹凸面側の最外層となる位置、すなわち、第２ホログラム層１ｂの第１ホログラム層
１ａとは反対側の面にヒートシール層５を有し、第１ホログラム層１ａの凹凸面とは反対
側の面に剥離容易層６を有し、剥離容易層６の第１ホログラム層１ａとは反対側の面に剥
離基材７を有する。
【０１４３】
　なお、本態様のホログラム構造体は、必要に応じて上記「１．構成　（４）その他の構
成」の項に記載した構成を有していても良い。
【０１４４】
　以下、本態様のホログラム構造体に用いられる構成について説明する。
【０１４５】
（ａ）ヒートシール層
　本態様におけるヒートシール層は、ホログラム構造体を被着体に貼り付ける機能を有す
る。
【０１４６】
　本態様におけるヒートシール層は、ホログラム構造体を被着体に貼り付けることができ
れば良く、その材料については特に限定されない。具体的なヒートシール層の材料につい
ては、例えば、特開２０１４－１６４２２号公報に開示された熱可塑性樹脂を含むヒート
シール層が挙げられる。
【０１４７】
（ｂ）剥離用基材
　本態様における剥離用基材は、ホログラム構造体を支持する部材である。また、本態様
における剥離用基材は、上述したヒートシール層を用いてホログラム構造体を被着体に貼
り付けた後に、ホログラム構造体から剥離される部材である。
【０１４８】
　剥離用基材は、透明性を有していても良く、透明性を有しなくても良い。なお、剥離用
基材の材料や厚み等については、例えば、上記「１．構成　（４）その他の構成　（ａ）
透明基材」の項に記載した透明基材の材料や厚みと同様とすることができるため、ここで
の記載は省略する。
【０１４９】
（ｃ）剥離容易層
　本態様における剥離容易層は、上述したヒートシール層を介してホログラム構造体を被
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着体に貼り付けた後に、ホログラム構造体から上述した剥離用基材を容易に剥離するため
の部材である。
【０１５０】
　本態様における剥離容易層は、例えば上記「１．構成　（４）その他の構成　（ｂ）接
着層」の項に記載した再剥離密着層と同様とすることができる。
【０１５１】
　本態様における剥離容易層の平面視上の配置位置としては、剥離容易層が所望の機能を
発揮することができる位置であれば良く、特に限定されない。剥離容易層は、平面視上、
剥離用基材の全面に配置されていれも良く、パターン状に配置されていても良い。
【０１５２】
（３）第３使用態様
　本態様のホログラム構造体は、情報記録媒体として用いられることを特徴とする。
【０１５３】
　本態様のホログラム構造体は、例えば、図１３に示すように、情報記録媒体１００ｃと
して用いることができる。例えば、情報記録媒体１００ｃは、第１ホログラム層１ａの凹
凸面側、すなわち、第２ホログラム層１ｂの第１ホログラム層１ａとは反対側の面に、層
間接着層８を介して裏面側保護層９ａを有し、第１ホログラム層１ａの凹凸面とは反対側
の面に、中間基材１１を有し、さらに、中間基材１１の第１ホログラム層１ａとは反対側
の面に層間接着層８を介して表面側保護層９ｂを有する。
【０１５４】
　本態様のホログラム構造体を情報記録媒体として用いる場合の具体的な用途としては、
例えば、クレジットカード、キャッシュカード、ポイントカード等のカード、社員証、運
転免許証等の身分証明書、通帳やパスポート等が挙げられる。本態様においては、ホログ
ラム構造体と平面視上重なる部材が所定の透明性を有する。ホログラム構造体に光源から
の光を照射することで、第１光像または第２光像を表示するためである。
【０１５５】
　なお、本態様のホログラム構造体は、必要に応じて上記「１．構成　（４）その他の構
成」の項に記載した構成を有していても良い。また、図１３に示すように、中間基材や裏
面側保護層、表面側保護層等を有していても良い。
【０１５６】
　以下、本態様のホログラム構造体に用いられる構成について説明する。
【０１５７】
（ａ）表面側保護層および裏面側保護層
　本態様における表面側保護層および裏面側保護層は、通常、少なくとも反射型フーリエ
変換ホログラム領域および透過型フーリエ変換ホログラム領域と平面視上重なる領域にお
いて透明性を有する部材である。
【０１５８】
　本態様における表面側保護層および裏面側保護層に用いられる材料としては、例えば、
ポリカーボネートが挙げられる。なお、表面側保護層および裏面側保護層に用いられる具
体的な材料や厚み等については、上記「１．構成　（４）その他の構成　（ａ）透明基材
」の項に記載した透明基材の材料や厚みと同様とすることができるため、ここでの記載は
省略する。
【０１５９】
　本態様における表面側保護層および裏面側保護層は、ホログラム構造体を保護するとい
う機能を有する。そのため、表面側保護層および裏面側保護層は、平面視上、ホログラム
構造体の全面を覆うように形成されることが好ましい。
【０１６０】
（ｂ）中間基材
　本態様における中間基材は、ホログラム構造体および表面側保護層等を支持するための
部材である。このような中間基材は、上記「１．構成　（４）その他の構成　（ａ）透明
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基材」の項に記載した透明基材と兼用する部材であっても良い。
【０１６１】
　本態様における中間基材に用いられる材料としては、例えば、ポリエチレンテレフタレ
ートが挙げられる。なお、中間基材に用いられる具体的な材料や厚み等については、上記
「１．構成　（４）その他の構成　（ａ）透明基材」の項に記載した透明基材の材料や厚
みと同様とすることができるため、ここでの記載は省略する。
【０１６２】
　本態様における中間基材は、通常、平面視上、ホログラム構造体の全面を覆うように形
成される。
【０１６３】
（ｃ）その他の構成
　本態様におけるその他の構成としては、例えば、情報を記録する情報記録層が挙げられ
る。情報記録層としては、例えば、印刷により情報が記録された印刷層、磁気等により情
報が記録された磁気層、集積回路（ＩＣ）チップを含むＩＣチップ層等が挙げられる。そ
の他にも、アンテナを含むアンテナ層等の機能層を有していても良い。
【０１６４】
　上述したその他の構成は、本態様のホログラム構造体による第１光像および第２光像の
表示を妨げない位置に適宜配置することができる。
【０１６５】
　本発明は、上記実施形態に限定されるものではない。上記実施形態は例示であり、本発
明の特許請求の範囲に記載された技術的思想と実質的に同一な構成を有し、同様な作用効
果を奏するものは、いかなるものであっても本発明の技術的範囲に包含される。
【実施例】
【０１６６】
[実施例]
（マスター原版の形成）
　合成石英の基板上に表面低反射クロム薄膜が積層されたフォトマスクブランク板（アル
バック成膜株式会社製　マスクブランクス）を準備した。上記フォトマスクブランク板の
クロム薄膜上に、ドライエッチング用レジストをスピンナーにより回転塗布した。ドライ
エッチング用レジストとしては日本ゼオン（株）製ＺＥＰ７０００を使用し、４００ｎｍ
の厚みとなるように形成した。このレジスト層に対し、電子線描画装置(ＭＥＢＥＳ４５
００：ＥＴＥＣ社製)を用い、事前に計算機で作成したパターンを露光し、レジスト樹脂
の露光部分を易溶化した。その後、現像液を噴霧（スプレー現像）して易溶化部分を除去
し、レジストパターンを形成した。なお、パターンの格子ピッチは、３１７９ｎｍとした
。
　続いて、形成されたレジストパターンを利用して、ドライエッチングによりレジストで
被覆されていない部分のクロム薄膜をエッチング除去し、石英基板を露出させた。次いで
、露出した石英基板をエッチングし、石英基板に凹部を形成した。その後、レジスト薄膜
を溶解除去することにより、石英基板がエッチングされて生じた凹部と、石英基板および
クロム薄膜がエッチングされずに残存している凸部とを有するマスター原版を得た。また
、マスター原版のサイズを１５０ｍｍ×１５０ｍｍ角とした。
【０１６７】
（反射型フーリエ変換ホログラム領域の形成）
　透明基材として、厚み１００μｍのポリエチレンテレフタレートフィルム（東洋紡株式
会社製　Ａ４３００）を準備した。この透明基材に、ホログラム層形成用組成物（ＵＶ硬
化性アクリレート樹脂：屈折率１．５２　測定波長６３３ｎｍ)を滴下し、上記組成物の
塗膜を形成した。次いで、上記塗膜上に凹凸を有するマスター原版を積置し、押圧した。
次に、マスター原版が積置された状態で活性放射線を照射して上記塗膜を硬化させた。そ
の後、マスター原版を剥離させ、マスター原版の凹凸型を反転させた凹凸表面を有する第
１ホログラム層を形成した。その後、マスター原版の積置、押圧、硬化および剥離を繰り
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ホログラム領域を形成した。反射型フーリエ変換ホログラム領域を有する第１ホログラム
層の厚みは２μｍである。
【０１６８】
（透過型フーリエ変換ホログラム領域の形成）
　次いで、反射型フーリエ変換ホログラム領域とは異なるフーリエ変換パターンが形成さ
れたグラビア印刷版胴を用いて、水溶性インキをＡｌ層表面に印刷した。ここで用いた水
溶性インキは尾池アドバンストフィルム株式会社製　ＳＬ　Ｎｏ１４クリヤー（改）であ
る。次いで、第１ホログラム層の凹凸面側の全面に膜厚１００ｎｍのＡｌ層をスパッタリ
ング法により形成した。次いで、Ａｌ層表面側を水洗したところ、水溶性インキが溶け落
ちるのとともに、その水溶性インキ膜上に付着していたＡｌ層も一緒に除去された。この
ようにして、Ａｌ層がパターン状に形成された第２ホログラム層を形成した。
【０１６９】
[評価]
　得られた本発明のホログラム構造体の透明基材側に点光源を配置し、透明基材側から目
視で反射観察したところ、１５ｍｍ角の反射型フーリエ変換ホログラム領域内に、フーリ
エ変換された第１ホログラム層による所定の画像、すなわち第１光像を視認性良く観察す
ることがでた。また、第２ホログラム層側に点光源を配置し、透明基材側から透過観察し
たところ、第２ホログラム層による所定の画像、すなわち第２光像を視認性良く観察する
ことができた。
【符号の説明】
【０１７０】
　１ａ　…　第１ホログラム層
　１ｂ　…　第２ホログラム層
　２　　…　接着層
　３　　…　セパレータ
　４　　…　透明基材
　５　　…　ヒートシール層
　６　　…　剥離容易層
　７　　…　剥離層
　８　　…　層間接着層
　９ａ　…　裏面側保護層
　９ｂ　…　表面側保護層
　１０　…　第１光像
　２０　…　第２光像
　１０’、２０’…フーリエ変換像
　１１　…　中間基材
　１００…　ホログラム構造体
　１００ａ…ホログラムシール
　１００ｂ…ホログラム転写箔
　１００ｃ…情報記録媒体
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【手続補正書】
【提出日】令和3年8月10日(2021.8.10)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　反射型フーリエ変換ホログラム領域および透過型フーリエ変換ホログラム領域を有し、
　前記反射型フーリエ変換ホログラム領域は、点光源から入射した光が、表面に凹凸面を
有する第１ホログラム層の前記凹凸面で反射した反射光を、第１光像に変換する領域であ
り、
　前記透過型フーリエ変換ホログラム領域は、点光源から入射した光が、パターン状に配
置された第２ホログラム層によりパターン状に遮光されることで、前記透過型フーリエ変
換ホログラム領域を透過した透過光を、第２光像に変換する領域である、ホログラム構造
体を有し、
　前記ホログラム構造体の二つの面には、層間接着層を介して、それぞれ表面保護層およ
び裏面保護層が配置されている、カード。
【請求項２】
　前記ホログラム構造体と平面視上重なる部材は、透明性を有する、請求項１に記載のカ
ード。
【請求項３】
　前記第２ホログラム層は、前記第１ホログラム層の凹凸面側に配置されている、請求項
１または請求項２に記載のカード。
【請求項４】
　前記反射型フーリエ変換ホログラム領域および前記透過型フーリエ変換ホログラム領域
は、平面視上重なる領域を有する、請求項１から請求項３までのいずれかの請求項に記載
のカード。
【請求項５】
　反射型フーリエ変換ホログラム領域および透過型フーリエ変換ホログラム領域を有し、
　前記反射型フーリエ変換ホログラム領域は、点光源から入射した光が、表面に凹凸面を
有する第１ホログラム層の前記凹凸面で反射した反射光を、第１光像に変換する領域であ
り、
　前記透過型フーリエ変換ホログラム領域は、点光源から入射した光が、パターン状に配
置された第２ホログラム層によりパターン状に遮光されることで、前記透過型フーリエ変
換ホログラム領域を透過した透過光を、第２光像に変換する領域である、ホログラム構造
体を有し、
　前記ホログラム構造体の二つの表面には、層間接着層を介して、それぞれ表面保護層お
よび裏面保護層が配置されている、パスポート。
【請求項６】
　前記ホログラム構造体と平面視上重なる部材は、透明性を有する、請求項５に記載のパ
スポート。
【請求項７】
　前記第２ホログラム層は、前記第１ホログラム層の凹凸面側に配置されている、請求項
５または請求項６に記載のパスポート。
【請求項８】
　前記反射型フーリエ変換ホログラム領域および前記透過型フーリエ変換ホログラム領域
は、平面視上重なる領域を有する、請求項５から請求項７までのいずれかの請求項に記載
のパスポート。
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